
○ 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 条 例 施 行 規 則  

平 成 18 年 1 月 1 日  

規 則 第 114 号  

(趣 旨 ) 

第 1 条  こ の 規 則 は 、 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 条 例 (平 成 18 年 南 相 馬 市 条 例 第 152

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 )の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(利 用 手 続 ) 

第 2 条  条 例 第 5 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 (以 下 「 会 館 」 と

い う 。 )の 利 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 労 働 福 祉 会 館 利 用 許 可 申 請 書 (様

式 第 1 号 。以 下「 申 請 書 」と い う 。)を 指 定 管 理 者 (地 方 自 治 法 (昭 和 22 年 法

律 第 67 号 )第 244 条 の 2 第 3 項 に 規 定 す る 指 令 管 理 者 を い う 。以 下 同 じ 。)

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 利 用 の 申 込 み は 、 利 用 し よ う と す る 日 の 3 月 前 か ら 受 け 付 け る も の

と す る 。  

3 指 定 管 理 者 は 、 会 館 の 利 用 を 許 可 し た と き は 、 労 働 福 祉 会 館 利 用 許 可 書 (様

式 第 2 号 )を 交 付 す る も の と す る 。  

4 第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で 、 会 館

の 運 営 上 支 障 が な い と 指 定 管 理 者 が 認 め た と き は 、 第 2 項 に 定 め る 期 間 の 前

に お い て も 利 用 の 申 請 を す る こ と が で き る 。  

(1) 市 又 は 指 定 管 理 者 が 、 主 催 又 は 共 催 す る 事 業 で 利 用 す る と き 。  

(2) そ の 他 指 定 管 理 者 が 特 に 認 め る と き 。  

(利 用 許 可 の 順 序 ) 

第 3 条  会 館 の 利 用 許 可 は 、 申 請 書 が 受 理 さ れ た 順 序 に よ る も の と す る 。 た だ し 、

指 定 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

(利 用 の 取 消 し 又 は 変 更 の 手 続 ) 

第 4 条  会 館 の 利 用 許 可 を 受 け た 者 (以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 )が 、 そ の 利 用 を 取 り

消 し 、又 は 変 更 し よ う と す る と き は 、遅 滞 な く 労 働 福 祉 会 館 利 用 (取 消・変 更 )

申 請 書 (様 式 第 3 号 )を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 申 請 を 承 認 し た と き は 、 労 働 福 祉 会 館 利 用 (取 消 ・ 変

更 )承 認 書 (様 式 第 4 号 )を 交 付 す る も の と す る 。  

(利 用 料 金 の 納 入 ) 

第 5 条  条 例 第 23 条 に 規 定 す る 利 用 料 金 は 、利 用 許 可 を 受 け る と 同 時 に 納 入 し な

け れ ば な ら な い 。 利 用 許 可 を 受 け た 後 に 利 用 の 内 容 を 変 更 し 、 利 用 料 金 を 追

加 納 入 す る 場 合 も 同 様 と す る 。  

(利 用 料 金 の 減 免 及 び そ の 手 続 ) 

第 6 条  条 例 第 25 条 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 は 、次 に 掲 げ る と こ ろ

に よ る 。  

(1) 市 又 は 公 共 団 体 が そ の 事 業 に 利 用 す る と き  全 額  

(2) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が そ の 事 業 に 利 用 す る と き  全 額  

(3) 市 が 後 援 し 、協 賛 す る 事 業 又 は 公 益 労 働 福 祉 団 体 が そ の 事 業 に 利 用 す る

と き  5 割  

(4) 前 3 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  市 長 が 定

め る 額  

2 前 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 第 2 条

第 1 項 の 申 請 書 を 提 出 す る 際 に 、 併 せ て 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 利 用 料 金 減 免

申 請 書 (第 5 号 様 式 )を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(利 用 料 金 の 返 還 ) 

第 7 条  条 例 第 26 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 受 け

よ う と す る 者 は 、 労 働 福 祉 会 館 利 用 料 返 還 申 請 書 (様 式 第 5 号 )を 指 定 管 理 者

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



(利 用 許 可 の 取 消 し 等 ) 

第 8 条  指 定 管 理 者 は 、条 例 第 10 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 条 件 を 変 更 し 、又 は 停 止

さ せ 、若 し く は 許 可 を 取 り 消 し た と き は 、労 働 福 祉 会 館 利 用 (条 件 変 更・停 止・

取 消 )通 知 書 (様 式 第 6 号 )に よ り 使 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急

を 要 す る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 口 頭 で こ れ に 代 え る こ と が で き る 。  

(損 失 又 は 滅 失 の 届 出 ) 

第 9 条  利 用 者 は 、会 館 の 施 設 又 は 設 備 を 損 傷 し 、若 し く は 滅 失 し た と き は 、直 ち

に そ の 旨 を 指 定 管 理 者 に 届 け 出 て 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(利 用 時 間 及 び 利 用 後 の 整 理 ) 

第 10 条  会 館 の 利 用 時 間 に は 、 準 備 及 び 後 片 付 け の 時 間 を 含 む も の と し 、 利 用 者

は 、 会 館 の 使 用 を 終 了 し た と き は 、 速 や か に 清 掃 を 行 い 施 設 等 を 原 状 に 回 復

し な け れ ば な ら な い 。  

(指 定 管 理 者 の 立 入 り ) 

第 11 条  利 用 者 は 、 指 定 管 理 者 が 管 理 上 の 必 要 に よ り 入 室 を 要 求 し た と き は 、 こ

れ を 拒 む こ と が 出 来 な い 。  

(公 募 に 明 示 す る 事 項 ) 

第 12 条  市 長 は 、 条 例 第 14 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 公 募 を 行 う 場 合 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を あ ら か じ め 明 示 す る も の と す る 。  

(1) 会 館 の 概 要  

(2) 指 定 管 理 者 が 行 う 管 理 の 基 準  

(3) 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の 範 囲 及 び 具 体 的 内 容  

(4) 指 定 の 期 間  

(5) 利 用 料 金 に 関 す る 事 項  

(6) 指 定 管 理 料 に 関 す る 事 項  

(7) 申 請 者 の 資 格 要 件  

(8) 申 請 方 法 及 び 選 定 の 基 準  

(9) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(指 定 申 請 書 の 提 出 等 ) 

第 13 条  条 例 第 16 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団

体 は 、 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 (第 8 号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書  

(2) 定 款 、 寄 附 行 為 、 規 約 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

(3) 法 人 に あ っ て は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  

(4) 団 体 の 経 営 状 況 等 を 説 明 す る 書 類  

(5) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

(選 定 結 果 の 通 知 ) 

第 14 条  市 長 は 、 条 例 第 16 条 の 規 定 に よ り 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し た と

き は 、 速 や か に 選 定 結 果 を 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

(協 定 書 に 定 め る 事 項 ) 

第 15 条  条 例 第 19 条 の 規 定 に よ り 協 定 で 定 め る 事 項 は 、次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 指 定 の 期 間 に 関 す る 事 項  

(2) 会 館 の 管 理 に 関 す る 事 項  

(3) 利 用 料 金 に 関 す る 事 項  

(4) 市 が 支 払 う べ き 管 理 の 費 用 に 関 す る 事 項  

(5) 事 業 報 告 書 に 関 す る 事 項  

(6) 指 定 の 取 消 し 及 び 管 理 業 務 の 停 止 に 関 す る 事 項  

(7) 管 理 の 業 務 に 関 し 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 事 項  

(8) そ の 他 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 



(市 長 に よ る 管 理 ) 

第 16 条  第 2 条 か ら 第 9 条 ま で 及 び 第 11 条 並 び に 第 1 号 様 式 、 第 5 号 様 式 及

び 第 6 号 様 式 の 規 定 は 、指 定 管 理 者 に 代 わ っ て 、市 長 が 会 館 の 管 理 を 行 う 必

要 が 生 じ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 利

用 料 金 」と あ る の は「 使 用 料 」と 、第 2 条 第 4 項 第 1 号 を 除 く 第 2 条 中「 指

定 管 理 者 」と あ る の は「 市 長 」と 、同 条 第 4 項 第 1 号 中「 市 又 は 指 定 管 理 者 」

と あ る の は「 市 」と 、第 3 条 及 び 第 4 条 中「 指 定 管 理 者 」と あ る の は「 市 長 」

と 、第 6 条 中「 指 定 管 理 者 」と あ る の は 「 市 長 」と 、「 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会

館 利 用 料 金 減 免 申 請 書 」 と あ る の は 「 南 相 馬 市 館 利 用 料 金 返 還 申 請 書 」 と あ

る の は「 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 使 用 料 返 還 申 請 書 」と 、第 8 条 中「 指 定 管 理

者 」と あ る の は「 市 長 」と 、第 9 条 中「 市 長 及 び 指 定 管 理 者 」と あ る の は「 市

長 」 と 、 第 11 条 中 「 指 定 管 理 者 」 と る の は 「 職 員 」 と 、 第 5 号 様 式 中 「 南

相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 利 用 料 金 減 免 申 請 書 」 と あ る の は 「 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会

館 使 用 料 減 免 申 請 書 」と 、第 6 号 様 式 中「 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 利 用 料 金 還

付 申 請 書 」 と あ る の は 「 南 相 馬 市 労 働 福 祉 会 館 使 用 料 還 付 申 請 書 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

(そ の 他 ) 

第 17 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が

別 に 定 め る 。  

附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 規 則 は 、 平 成 18 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(経 過 措 置 ) 

2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に 、 合 併 前 の 原 町 市 労 働 福 祉 会 館 条 例 施 行 規

則 (平 成 13 年 原 町 市 規 則 第 1 号 )の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、手 続 そ の 他 の 行 為

は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。  

 


